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入院ベースアップ評価料に関する対応等について（案）

○ 令和６年度分の入院ベースアップ評価料については、入院料ごとのベースアップ評価料の平均的
な水準をもとに、令和８年度改定において入院基本料へ合算してはどうか。

○ 令和８年度改定での賃上げ余力の回復・確保分についても入院料に合算してはどうか。

ごく一部の病院等は
ベースアップ評価料
を届け出ていない

同じ入院料であってもベー
スアップ評価料の区分には
医療機関に差がある

賃上げ余力の回
復・確保分につ
いては入院料に
合算してはどう
か
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